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●令和４年度国際消防防災フォーラム（シンガポール）の開催

●令和５年度消防研究センター等の一般公開（開催報告）

●令和４年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）の
開催
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己の命を守り 

  仲間の命を守りてこそ 

    人の命を救えるなり 

～名古屋市消防局の課題への取り組み～ 

名古屋市消防局長 半田 修広  

 

 現在、名古屋市消防局では、東日本大震災から 12年が経過し、発生の可能性が高まっている南海トラフ地

震に立ち向かうための準備を確実に進めることを大目標としております。南海トラフ地震により想定される

被害に、消防局の力だけでは太刀打ちできないことは明白であり、消防局の体制強化を図っていくことは勿

論のこと、地域の力を育むことが何より重要となります。 

そのために、消防団との連携による災害対応能力の強化、自助・共助のベストマッチによる地域防災力の

強化を推進しており、施策の 1 つである、消防団員や区役所職員等と連携した戸別訪問事業では、消防職員

が市内の全 113 万世帯に足を運び、直接市民と面会して防災啓発を行い、各家庭の実態を把握したうえで必

要な防災対策を提案し、動機付けとして家具の固定器具などの防災用品を配付して確実に対策に結び付ける

ことで地域力の向上に努めております。 

また、火災件数が減少傾向にあり、消防隊員の現場経験の少なさが課題となる中でも、火災の傾向に合わ

せて訓練想定や訓練場所の設営に工夫を凝らした有効な訓練を行うことで、初動対応から継続する消防活動

能力の強化を図っております。 

更には、広域的な消防体制の充実を図るためには、本市だけではなく愛知県全体のレベルアップも必要で

あり、これに向けては、昨年度から愛知県防災ヘリコプターの受託運用を開始しています。これにより、現

在、名古屋市の消防ヘリコプター2 機と合わせて 3 機体制で愛知県全域の災害対応を行っており、必要に応じ

て近隣の県にも出動しております。 

今後も指令センターの共同運用や本市と愛知県との消防学校の統合等を進めることにより、県下消防本部

や関係部局との連携を一層強化してまいりたいと考えています。 

その他にも、救急出動件数の増加による救急体制のひっ迫、今後も増加していく高齢者世帯への防火対策

など、多くの課題を抱えておりますが、これらの解決に向けても「責任感」「スピード」「好奇心」の 3 つ

を重んじて、様々な施策ひとつひとつに全力を挙げて取り組んでまいります。 

 私自身は、消防の本質は現場であるという「現場主義」にこだわり続けてお

ります。消防の現場は常に困難で危険と隣り合わせですが、その先に救うべき

命があります。 

現場では、起こったことを瞬時に理解し、判断し、対応することが求めら

れ、これを誤れば、仲間の身や己の身をも危険に晒すこととなりかねないこと

から、安全管理は当然のこと、危機管理能力も研ぎ澄ませなければなりませ

ん。消防におけるすべての職務は、安全・確実な現場活動に通ずるものと考え

ております。 

 当局には、過去の現場活動の教訓として「名古屋消防命三
なごやしょうぼういのちさん

訓
くん

」が掲げられて

います。この言葉の通り、己の命を守り、仲間の命を守ってこそ、人の命を救

うことができると私は信じています。
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１ はじめに 

 屋外貯蔵タンクにおける定期点検では、従来より目視

を中心とした点検がなされており、大規模な屋外貯蔵タ

ンクの供用中に、高所などのいわゆる点検困難部位の点

検を行う際には、地上及び廻り階段から目視検査が行わ

れてきました。 

近年、産業分野においては新技術としてのドローンの

利活用に注目が集まっており、保安分野における点検に

もドローンの導入が進みつつあります。 

一方で、危険物施設においては危険区域内の防爆規制

により、非防爆機器であるドローンの導入が進んでいま

せんでしたが、屋外貯蔵タンクにおいては、一定の条件

下における危険区域の合理化が図られ、ドローンを定期

点検に導入することが可能となりました。 

カメラ等撮影機器を搭載したドローンを従来の目視点

検に替えて屋外貯蔵タンクの点検困難部位の点検に導入

することにより、地上からの目視で生じる死角対策、足

場等設置コストの低減、高所危険作業の削減等の効果が

期待されます。 

これらを踏まえ、消防庁では令和 4年度に「新技術を

活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に関する調

査検討会」を開催しました。 

検討結果を報告書にとりまとめ、併せて「ドローンを

活用した屋外貯蔵タンクの側板等の点検に係るガイドラ

イン」を策定しましたので紹介します。 

 

２ 従来の直接目視によるタンク側板等の点検とその

課題 

 タンク側板等の点検は、定期点検又は内部開放時の点

検において、主として直接目視により行われており、著

しい腐食が確認された場合には、当該腐食の定量化を行

い、補修の要否が判断されています。 

従来の直接目視による点検は、地盤面及び階段部等か

ら行われることが多く、この方法ではタンク側板等の全

体的な状況が点検できる一方で大規模なタンクでは近接

目視ができるのは低所及び階段部周辺のみであり、階段

部周辺を除く高所については遠望目視とならざるを得ま

せんでした。また、地盤面からの目視ではウインドガー

ダー等の附属物取付け部には死角が生じることとなり、

直接目視することが困難でありました。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部開放時の点検では、タンクに足場やゴンドラ等を

設置して点検を行うこともあり、この方法であれば、階

段部周辺を除く高所や附属物取付け部の死角が生じる箇

所であっても近接目視による点検を行うことができま

す。しかしながら足場等の設置には多大な労力と費用が

かかるうえ、高所作業が伴うため、墜落や転落の危険が

ありました。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予防保全に

関する調査検討報告書」の概要 

消防庁危険物保安室 

 

図１ 従来の目視点検 

図２ 足場を設置して行う点検の例 
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３ 消防危第 175号通知の発出について 

令和３年度に消防庁で実施した「危険物施設における

スマート保安等に係る調査検討会」では、タンク周囲で

ドローンや IoT 機器の使用を可能とすることを目的とし

て、定常時（危険物の受払いや水切り作業等の特別な作

業が行われておらず、貯蔵のみを行っている状態）にお

ける可燃性蒸気の滞留状況を測定する実証実験が行われ

ました。この実証実験において、タンクの周囲に爆発性

雰囲気となるような濃度の可燃性蒸気は滞留しないこと

が確認され、令和４年８月４日付け消防危第 175 号「屋

外貯蔵タンク周囲の可燃性蒸気の滞留するおそれのある

場所に関する運用について」が発出さました。 

175号通知により一定条件下での危険区域の合理化が

図られたことから、供用中のタンクに接近させたドロー

ン飛行が可能となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 各種調査と実証実験での検証項目の整理 

ドローンを活用した点検の課題を整理するため、国内

におけるドローンに関係する法令の調査、ヒアリング調

査、腐食の定量化技術の調査、ドローンで取得した検査

データの活用・管理方法に関する調査を実施しました。 

各種調査結果から抽出した課題を下記の４項目に整理

し、整理された各検証項目について、実証実験を実施し

ました。 

 

①タンク近接飛行を行う際の安全対策やドローン運用

上の留意事項に関する検証 

②腐食・損傷の撮影条件に関する検証 

③ドローン飛行方法と点検の効率性に関する検証 

④点検結果の記録方法に関する検証 

 

５ 調査検討結果 

実証実験などを踏まえ、ドローンを活用した効果的な

タンク外観点検を行うための方策について検討を行い、

以下の結論が得られました。 

(1)ドローンをタンクに接近させて飛行を行うために

は、適切な機体選定や安全装備を備える等のハード

面での対策のほか、電波障害や突風に備えた監視体

制の構築等、ソフト面での対策を行う必要があるこ

と。 

(2)タンクの腐食・損傷箇所の撮影時には、静止画及び

動画撮影時に生じうる不具合の解消又は軽減対策を

講じる必要があること。 

なお、事業者が点検を行う場合に自らの設定する

検出基準値や使用撮影機材に応じて適切な撮影距離

を決定するための事前検証を行うことが望ましい。 

(3)ドローンで撮影したタンク静止画からオルソ画像や

３Dモデルを生成し、当該オルソ画像等に詳細静止

画等を紐付けることにより、タンク外観点検の結果

を視覚的かつ 一元的に記録することが可能であり、

従来の紙の図面への記録に替わる点検記録方法とな

り得ること。 

 

  

 
図３ 175 号通知発出前の危険区域とドローンの飛行位置 

図４ 175 号通知発出後の危険区域とドローンの飛行位置 
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６ ガイドラインの策定 

調査検討結果からタンク供用中の定期点検又は開放時

の点検でタンク外面を点検するためにカメラ等を搭載し

たドローンを用いて従来の目視点検に代替する点検を行

う際に、タンク所有者等が自主保安を推進するために参

考となる指針として「ドローンを活用した屋外貯蔵タン

クの側板等の点検に係るガイドライン」を策定しまし

た。 

 

７ その他 

「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効果的な予

防保全に関する調査検討報告書」及び「ドローンを

活用した屋外貯蔵タンクの側板等の点検に係るガ

イドライン」については、消防庁ホームページから

閲覧できます。「消防庁トップページ」→「審議会・

検討会等」→「検討会等」→「令和４年度開催の検

討会等」→「新技術を活用した屋外貯蔵タンクの効

果的な予防保全に関する調査検討会」 

（ https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post

-120.html） 

（以上） 

 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-120.html
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-120.html
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１. 救急出場件数と搬送人員の推移 

令和４年中の救急自動車による救急出動件数は 722

万 9,838 件（対前年比 103 万 6,257 件増、16.7％増）、

搬送人員は 621 万 6,909 人（対前年比 72 万 5,165 人

増、13.2％増）で救急出動件数、搬送人員ともに増加

した（図１、表２参照）。 

 

 

 

 

２．事故種別の搬送人員 

  令和４年中の救急自動車による搬送人員の内訳を事

故種別ごとにみると、急病が 418 万 9,220 人（67.4％）、

一般負傷が 98 万 2,901 人（15.8％）、交通事故が 34 万

7,214 人（5.6％）などとなっている（表３参照）。 

事故種別ごとの搬送人員について、５年ごとの推移

をみると、事故種別ごとの救急出動件数と同じように、

急病の割合は増加している一方で、交通事故の割合は

減少している（図４参照）。 

 

 

 

 

 

 

３．年齢区分別の搬送人員 

令和４年中の救急自動車による搬送人員の内訳を

年齢区分別にみると、高齢者が 386 万 2,874 人

（62.1％）、成人が 186 万 2,404 人（30.0％）、乳幼児

が 27 万 4,026 人（4.4％）などとなっている（表５参

照）。 

年齢区分別の搬送人員について、５年ごとの推移を

みると、高齢者の割合は増加している（図６参照）。 

 

 

 

 

 

  

令和４年中の救急出動件数等（速報値） 

            救急企画室 

 
※速報値としての公表であり、精査の結果、数値を修正する可能性があります。 

※本資料のうち、令和３年以前の数値は確定値となります。 
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４. 傷病程度別の搬送人員 

令和４年中の救急自動車による搬送人員の内訳を

傷病程度別にみると、軽症（外来診療）が 293 万 8,525

人（47.3％）、中等症（入院診療）が 270 万 4,042 人

（43.5％）、重症（長期入院）が 47 万 8,775 人（7.7％）

などとなっている（表７参照）。 

傷病程度別の搬送人員について、５年ごとの推移を

みると、中等症（入院診療）の割合は増加し、軽症（外

来診療）の割合は減少しているが、前年との比較では

軽症（外来診療）の割合は増加し、中等症（入院診療）

の割合が減少している（図８参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

５．まとめ 

令和４年中の救急出動件数、搬送人員ともに対前年

比で大幅に増加するとともに、集計開始以来、最多と

なった。 

消防庁としては、このような救急需要の増加の中で

も、適切に救急搬送に対応できるよう、①住民が急な

病気等の際に、救急車を呼ぶべきか相談できる救急安

心センター事業「♯7119」の普及や、②全国版救急受

診アプリ「Ｑ助」の活用などの取組を推進してまいり

たい。 

 

※過去の救急出動件数等に関するデータは、下記に掲

載していますので、御活用ください。 

・救急・救助の現況 

https://www.fdma.go.jp/publication/#rescue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

   消防庁救急企画室 TEL : 03-5253-7529 

https://www.fdma.go.jp/publication/%23rescue
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消防庁では、家庭や職場・地域における防火意識の高

揚を図ることを目的として、一般社団法人日本損害保険

協会との共催で、2023 年度全国統一防火標語を、 

 

 

 

に決定しました。 

この標語は、住宅防火対策等を推進する令和５年度の

春・秋の全国火災予防運動等で防火標語として活用され

ます。 

また、一般社団法人日本損害保険協会が作成する 2023

年度全国統一防火ポスターに掲載され全国の消防本部等

において火災予防の広報に活用されます。 

 今年度のポスターのモデルとして起用された野口
の ぐ ち

絵子
え こ

さんは、登山家の野口健さんの長女で、写真や演劇とい

った、芸術活動に情熱を傾けながら、「世界ふしぎ発見」

などでレポーターも務めました。今後、幅広い分野での

活躍が期待されています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2023年度全国統一防火標語・防火ポスターの発表 

予防課 

【防火ポスターの歴史】 

1949 年度から「全国統一防火ポスター」の制作

が始まり、1979 年度からポスターモデルにタレ

ントを起用しています。1981 年度には松田聖子

さん「毎日が 防火デーです ぼくの家」、1987

年度は酒井法子さん「消えたかな！ 気になるあ

の火 もう一度」、2002 年度は上戸彩さん「消す

心 置いてください 火のそばに」、2007 年度に

は戸田恵梨香さん「火は見てる あなたが離れる 

その時を」と数多くの芸能人が防火ポスターのモ

デルとなっています。ポスターモデルをきっかけ

に各界で活躍している方は多く、人々の関心の高

さがうかがえます。また、防火標語は、誰にでも

伝わりやすい言葉が使われています。 

 

【2023年度全国統一防火ポスター】 

問い合わせ先 

消防庁予防課予防係 泉・村松  TEL 03-5253-7523 

【過去の標語】 

2022 年度 お出かけは マスク戸締り 火の用心 

2021 年度 おうち時間 家族で点検 火の始末 

2020 年度 その火事を 防ぐあなたに 金メダル 

2019 年度 ひとつずつ いいね！で確認 火の用心 

2018 年度 忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認 

 「火を消して 不安を消して つなぐ未来」 
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東京都調布市の同じ敷地内に位置する消防研究センタ

ー、消防大学校、日本消防検定協会及び一般財団法人消

防防災科学センターにおいて、４月に一般公開を開催し

ました。 

この一般公開は、科学技術週間（「発明の日」（４月

18日）を含む週）に実施しているもので、今回は、４年

ぶりの実開催（敷地内の施設の公開や実演等、４月21日

（金）に実施）と、令和３年度に初めて行ったオンライ

ン開催（４月14日（金）～４月24日（月））を併せて実

施しました。実開催では約440人が来場され、研究官か

ら直接研究内容の説明を受けられたほか、実演も見学さ

れました。また、ホームページのオンライン開催のペー

ジ（実開催の案内を含む）へのアクセス数は、令和４年

度よりも約470件増え、約4,300件となりました。 

実開催では20項目を公開し、オンライン開催では54動

画を配信しましたが、ここでは実開催における消防研究

センター関連項目の一部について紹介します。 

なお、消防研究センターホームページには、一般公開

で配信した動画の一部や研究開発等に関する様々な動画

を掲載していますので、是非ご覧下さい。 

（URL：

https://nrifd.fdma.go.jp/public_info/library/kenky

u_kaihatsu/index.html） 

 

 

 

 

 

〔動画ページの二次元バーコード〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 救急車・指揮車用パンク対応タイヤの紹介（実開催） 

救急⾞や指揮⾞向けに開発した、パンクしても⾛⾏可

能なタイヤを紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 小型模型を使用した爆発実験（実開催） 

引⽕点の低い可燃性液体（エタノール）や液化石油ガ

スを⼩型の密閉容器内で気化させることによって容器内

を可燃性予混合気で満たした後、可燃性予混合気に着⽕

することにより、⽕炎の伝ぱする様⼦を⽰す実験を⾏い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度消防研究センター等の一般公開（開催報告） 
 

消防研究センター 

写真2 ⼩型模型を使⽤した爆発実験 

写真1 救急車・指揮車用パンク対応タイヤの展示 

https://nrifd.fdma.go.jp/public_info/library/kenkyu_kaihatsu/index.html
https://nrifd.fdma.go.jp/public_info/library/kenkyu_kaihatsu/index.html
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３ 自然災害に対する消防活動のための研究開発の

紹介（実開催） 

地震時の同時多発⽕災への対応に役⽴てるための市街

地火災延焼シミュレーションの開発（写真3-1）、⼟砂

災害現場の捜索・救助活動の安全を確保するための研究

（写真3-2、3-3）などについて紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 建築火災の避難安全の研究紹介（実開催） 

⼤規模施設などの多数の在館者が存在する施設におい

て⽕災が発⽣した際の避難⾏動や安全性に関する研究を

紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 原因調査室の業務の紹介（実開催） 

原因調査室の調査業務、研修業務、⽀援業務について

鑑識室において紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真3-1 市街地火災延焼シミュレーションの研究紹介 

写真5 原因調査室の業務の紹介（鑑識室） 

写真3-2 情報収集分析車 

（土砂災害等の災害時に現地で情報収集分析に利用）の展示 

写真3-3 日中・夜間におけるドローンレーザー実証試験の紹介 

写真4 建築⽕災の避難安全の研究紹介 
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６ オンライン開催画面 

オンライン開催については、消防研究センターホーム

ページに次のような画面を設けて実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度も科学技術週間に併せて一般公開を開催す

る予定ですので、開催の詳細については消防研究セ

ンターのホームページ

（https://nrifd.fdma.go.jp/index.html） 

をご確認ください。 

 

 

  
問合せ先 消防庁消防研究センター TEL:0422-44-8331（代表） 

図 一般公開オンライン開催画面（一部） 

https://nrifd.fdma.go.jp/index.html
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１．国際消防防災フォーラム（International Forum on 

Fire and Disaster Management） 

 経済発展や都市化が進展しているアジア諸国では、こ

れまで以上に高度な消防防災体制を構築する必要性が高

まっており、これらの国から我が国に対し、人命救助や

消火技術、火災予防制度等に関する知見の共有や技術の

移転を求める声が届いています。 

 このことを踏まえ、消防庁では我が国の消防防災技術・

制度等を、アジア諸国を中心に広く紹介する国際消防防

災フォーラム（以下「フォーラム」）を平成 19 年度から

開催しており、これまでに、ベトナム、トルコ、タイ、

インドネシア、モンゴル、ミャンマー、カンボジア、マ

レーシア、フィリピンの９カ国で実施してきました。 

 また、フォーラムには開催地の消防防災関係者が多数

集うことから、我が国の消防防災インフラシステムの海

外展開を推進する場としても活用すべく、平成 25 年度

からは日本企業による消防防災関連製品の紹介・展示も

行っています。 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うパンデミックの

影響を受け、令和３年度は、オンラインで開催したとこ

ろ、約 60 カ国より 1,200名以上の参加登録を得ました。

日本企業の参加者からは、「全世界に向けて企業活動のＰ

Ｒができたため、良い機会となりました」、「11 言語の同

時通訳により、グローバルにＰＲできたので感謝します」

といった感想が示される一方、「多くの人に効率的に話し

かけるという意味では良かったと思いますが、やはり直

接、人々に話しかける事ができた方が良いです」と対面

での実施を望む声も聞かれました。このようなこともあ

り、令和４年度のフォーラムは、国交往来やイベント開

催に関する各種制限の緩和状況を詳細に確認し、対面形

式に戻すこととしました。 

また、従前のように特定の国を対象とせず、複数のＡ

ＳＥＡＮ諸国の消防防災関係者の参加を得て、我が国の

消防防災制度や製品をより幅広く周知すべく、今次は、

「マルチ形式」での開催を試みました。 

なお、開催場所は、国際会議が高い頻度で行われてい

るシンガポールを選択しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．参加者 

 ＡＳＥＡＮ諸国の消防防災関係機関に対し、フォーラ

ムへの参加を呼びかけたところ、以下の組織より、合計

約 90名の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本側からは、消防庁以外に、在シンガポール日本国

大使館、自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）シンガポール

事務所、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）、そして、

消防防災関連企業が参加し、全体では約 130 名の出席を

得て、令和５年３月１日～２日（１日半）、フォーラムが

開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度国際消防防災フォーラム（シンガポール）の開催 

参事官 

カンボジア：DEPARTMENT OF FIRE AND RESCUE POLICE 

       ：Fire and Rescue Department 

       ：COMMISSARIAT OF PHNOM PENH MUNICIPAL POLICE 

       ：COMMISSARIAT OF SIEM REAP PROVINCIAL POLICE 

シンガポール：Singapore Civil Defence Force 

タイ：Bangkok Fire and Rescue Department 

フィリピン：Bureau of Fire Protection 

ベトナム：Vietnam Fire and Rescue Association 

マレーシア：Fire and Rescue Department of Malaysia 

ラオス：Fire Prevention and Fighting Police Department 

：International Relations Department 

：Ministry of National Defence 

：Social Welfare Department 
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３．プログラム 

今次のフォーラムは、石川駐シンガポール日本国特命

全権大使のオープニングスピーチにより幕を開けました

が、続いて実施されたフォーラムの各種プログラムを、

カテゴリーごとにご紹介します。 

 

 

（１）我が国の消防防災関係制度 

①消防用機器等に係る基準・規格・認証制度 

 消防庁予防課の小林国際規格係長からは、我が国の消

防用機器等の基準・規格・認証制度についての概要説明

がなされ、その中で、検定や自主表示といった仕組みが

粗悪な消防用機器等の流通を阻止する有効な手段である

旨の発言がありました。 

 

②消防団制度 

 消防庁地域防災室の青野消防団係長からは、災害発生

時に、我が国の消防団がどのような活動を行っているの

か、また、その活動は災害対応のみに留まらず、平時に

おいても、地域の防災リーダーとして、啓発活動に従事

するなど、献身的な活動を日々行っていることが紹介さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）我が国の消防防災関係企業の製品 

 以下の 10 企業等が会場内に設置されたブースにて製

品説明を行うとともに、１社 20 分ほどのプレゼンテー

ションも行われました。 

 

 

 

 

 

参加企業等からは、「今まで接触がなかった国の消防防

災関係者と接点をもつことができた」、「ＡＳＥＡＮ各国

の消防・防災関係組織とご挨拶でき、今後、この分野に

取組むにあたって大きな人脈構築の機会を得た」などの

感想が寄せられました。 

今次は、複数の国の消防防災関係者が一堂に集い、そ

の中には幹部レベルも含まれていたことから、企業及び

製品の海外市場における認知度向上への効果はより大き

なものになったのではないかと思われます。参加企業の

皆様には、今次のフォーラムをＡＳＥＡＮの消防防災担

当省庁や公的機関との関係を構築あるいは深化するきっ

かけにして、更なる海外展開を図っていただきたいと考

えています。 

 

 

 

 

 

（石川大使によるオープニングスピーチ） 

 

（消防団制度に関するプレゼンテーション） 

（株）赤尾、オリロー（株）、（一財）海外通信・放送コンサルティング協力

（ＪＴＥＣ）、（株）シバウラ防災製作所、トーハツ（株）、能美防災（株）、

（株）初田製作所、船山（株）、ホーチキ（株）、YONE（株）（※50音順） 

（消防用機器等に係る基準・規格・認証制度に関するプレゼンテーション） 

（日本の消防防災関連企業によるプレゼンテーション） 
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（３）ＡＳＥＡＮ参加国の消防防災に関する取り組み

等 

シンガポールで消防を担当する Singapore Civil 

Defence Force からは、消防施策におけるテクノロジー

の活用事例に関する説明があり、スマートフォンの動画

を利用した通報システムや監視カメラによる化学薬剤漏

洩・流出の監視システムなどが紹介されました。 

 また、マレーシアの Fire and Rescue Department of 

Malaysia からは、災害対応にあたる省庁の役割分担が説

明されるとともに、現在の課題として、大規模災害時の

省庁間や関係機関間の連携能力が挙げられました。 

 このような形で、複数の国から、重点的な取り組みや

現在の課題を聞くことができるのも、「マルチ形式」なら

ではのことであり、日本の参加者からは「シンガポール

やマレーシアのプレゼンテーションを通じて、これらの

国の災害対応の現状や課題、関連組織をより理解するこ

とができた」などの感想が寄せられました。 

 

 

 

 

（４）我が国の消防防災に関する国際協力案件 

①ＪＩＣＡ 

ＪＩＣＡの岡野氏からはＪＩＣＡの国際協力案件が成

立するプロセスやこれまでにＪＩＣＡが主導してきた消

防に関する国際協力案件を説明してもらうとともに、消

防防災分野における人材育成の良好事例が共有されまし

た。ＡＳＥＡＮ参加国からの関心は高く、日頃接する機

会が少ないＪＩＣＡ職員と会話する機会をＡＳＥＡＮの

消防防災関係者に提供することができました。 

 

②日本での研修の活用事例 

フィリピンの Bureau of Fire Protection の Embang

元長官からは、我が国で実施された救助研修への参加経

験を基にフィリピン国内にＣＢＲＮＥ災害対応部隊を創

設した経験の共有がありました。我が国での研修が、ど

のように研修生の国の能力強化に繋がっているかを、多

くの方々と共有する貴重な機会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（展示ブースにおける製品説明） 

（我が国での研修の活用事例に関するフィリピンからの 

プレゼンテーション） 

（プレゼンテーションに耳を傾ける参加者） 

（マレーシアからのプレゼンテーション） 

（シンガポールからのプレゼンテーション） 
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４．おわりに 

国を問わず、消防は、火災、災害、事故の多様化及び

大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の

環境の変化に的確に対応し、国民の生命、身体及び財産

を守る責務を全うする必要があります。そのためには、

いわゆる常備消防のみではなく、ボランティアの充実強

化も図っていくことが重要です。そして、火災予防や消

防の最前線の活動に必要不可欠であるのが、確実に機能

する消防用設備や資機材であり、これらの品質を担保す

るのが規格、認証制度等です。今次のフォーラム中、我

が国からは、官民双方のプレゼンテーションにより、こ

れらをすべてカバーしました。 

また、他国の重点的な取り組みや課題、研修の活用ぶ

りを、マレーシア、シンガポール、フィリピンの３カ国

から共有してもらいました。 

１日半という限られた期間ではありましたが、このよ

うな多面的なアプローチを今次のフォーラムでは行うこ

とができました。 

フォーラムの最後に行われた鈴木消防研究センター所

長のスピーチでも言及されたように、知見や教訓の共有

は災害対応能力をより強化させるものであり、今次のフ

ォーラムが全ての参加国にとって、そのような機会とな

っていれば、幸いです。 

フォーラムは、国際協力分野及び海外展開分野におけ

る消防庁の主要施策の一つでありますので、今次の開催

に関する各種のフィードバックや振り返りも踏まえつつ、

引き続き、より良い実施内容を追求していきます。 

 

 

 

 

 

以上 

  

（鈴木所長によるフォーラムを総括するスピーチ） 
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■ はじめに 

 令和５年３月 28日（火）、都市センターホテルにおい

て、「令和４年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フ

レンドシップ）」を開催しました。 

 消防庁では、クラブ員や指導者の意識高揚とクラブ活

動の活性化を図り、少年消防クラブの育成発展に寄与す

ることを目的に、昭和 29年から毎年、優良少年消防クラ

ブ及び指導者の表彰を行っています。 

 今回は、第１部「表彰式」、第２部「受賞した少年消

防クラブによる活動報告」という構成で開催しました。 

 

■ 少年消防クラブについて 

 少年消防クラブは、防火・防災思想の普及を図ること

を目的として、小学生から高校生までの少年少女で結成

されており、令和４年５月１日現在、全国に約４千 2 百

のクラブ、約 39 万人のクラブ員、約１万３千人の指導者

が活動しています。 

 少年消防クラブ員は、防火や防災についての知識を身

近な生活の中に見出すとともに、日頃から防火・防災に

関するさまざまな訓練の実施、防火パトロールや火災予

防ポスターの作成などを通じて、地域における防火・防

災思想の普及に努めています。 

 

■ 式典 

 第１部では、「特に優良な少年消防クラブ」14 団体、

「優良な少年消防クラブ指導者」20名が、尾身総務副大

臣から、「優良な少年消防クラブ」30団体が、前田消防

庁長官から、それぞれ表彰を受けました。その後、受賞

団体を代表して東京都の本田消防少年団の代表者より、

元気良く「お礼のことば」が述べられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２部では、「特に優良な少年消防クラブ」を受賞し

たクラブの中から、「多摩消防少年団（東京都）」、ま

た、「優良な少年消防クラブ」を受賞したクラブの中か

ら、「桂岡少年（少女）消防クラブ（北海道）」に、日

頃のクラブ活動について報告していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 終わりに 

今回受賞された少年消防クラブをはじめ、全国の少年

消防クラブの皆さんには、多くの仲間とともに日頃の防

火・防災活動にさらに励み、家庭や学校あるいは地域

で、防火・防災の輪を広げていくリーダーとしての活躍

が期待されています。 

 また、少年消防クラブの活動は、指導者の方々の熱意

によって支えられており、指導者の方々には、今後とも

少年消防クラブの育成・発展に御尽力いただきますよう

お願いいたします。 

 

令和４年度優良少年消防クラブ・指導者表彰（フレンドシップ）の開催 

消防庁地域防災室 

特に優良な少年消防クラブの表彰 

 

多摩消防少年団（東京都） 

問合せ先 

 消防庁 国民保護・防災部防災課 

 地域防災室 住民防災係 

 TEL：03-5253-7561 
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緊急消防援助隊については、消防組織法第45条第４項

により、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき消防

庁長官が登録するものとするとされています。 

 

甚大な被害が想定される南海トラフ地震等への対応力

の強化、多発する大規模水害時における救助体制の強化、

国際的なイベントが控える中でのＮＢＣテロ災害への迅

速な対処等、今後取り組むべき課題が山積する中、緊急

消防援助隊の効果的な活動を確保するため、平成31年３

月に基本計画（計画期間：令和元年度から令和５年度）

※を改定し、令和５年度末までに概ね6,600隊を目標に取

り組み、令和４年４月時点で6,606隊の登録が完了してい

るところです。 

※消防組織法第45条第２項の規定により総務大臣が策

定する「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に

係る基本的な事項に関する計画」 

 

令和５年４月１日の緊急消防援助隊の登録隊数は6,629

隊となり、前年度より23隊増加。第４期期首（平成31年

４月１日）の登録隊数（6,259隊）より370隊増加しまし

た。今回の登録における、新規登録、登録抹消の内訳は

新規登録数が58隊、登録抹消が40隊と各都道府県大隊の

車両更新が行われるなど、大規模災害に備えた緊急消防

援助隊の充実・強化を図っております。 

さらに、消防庁では、基本計画に基づく緊急消防援助

隊に登録された部隊の量的な充実とあわせて、質的な充

実強化にも努めています。 

具体的には、南海トラフ地震等の国家的非常災害、大

規模風水害、ＮＢＣテロ災害等に的確に対応するため、

全国合同訓練やブロック合同訓練等の実践的な訓練を通

じた、他の消防機関や関係機関との連携の強化やドロー

ン等による動画・静止画の収集・活用など活動技術の向

上、長期間の活動を見据えた後方支援活動訓練の推進を

行っています。 

 

現在、消防庁では、令和６年度に施行予定の次期基本

計画について、南海トラフ地震等の想定される国家的非

常災害への緊急消防援助隊対応力を強化するために、目

標登録隊数及び新たな部隊の創設並びに、効果的な運用

について検討を進めているところです。 

各都道府県及び消防本部においては、基本計画に基づ

く緊急消防援助隊に登録された部隊の充実・強化に、今

後とも御理解と御協力をお願いします。  

 

 

緊急消防援助隊の登録隊数（令和５年４月１日現在） 

広域応援室 

※１ 重複登録：登録要件を満たし、いずれの隊でも出動できる場合は、多様な消防活動に充当できるように、 

１台の車両を複数隊への登録を可能としたもの。現在 320隊で重複登録。 

（例：救助工作車を救助小隊と特殊災害小隊（毒劇物等対応小隊）に登録） 

表１ 部隊等別登録状況 



消防の動き '23年 6月号 -19- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 緊急消防援助隊登録部隊の推移（令和５年４月１日） 
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表２ 令和４年度緊急消防援助隊登録状況 
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消

防

活

動

を
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小

隊

北 海 道 3 2 7 1 1 3 1 159 28 94 36 1 11 22 1 2 1 3 21 3 2 402 386

青 森 県 1 4 1 1 1 44 7 26 19 1 2 9 1 1 4 1 1 124 121

岩 手 県 1 3 1 1 1 42 7 23 17 1 1 1 1 3 1 1 105 100

宮 城 県 3 2 4 1 1 2 52 10 25 18 1 4 3 1 2 1 1 7 3 2 143 136

秋 田 県 1 3 1 1 1 40 8 21 11 1 5 1 2 1 1 98 93

山 形 県 1 3 1 1 2 29 7 18 15 1 1 2 1 1 83 78

福 島 県 1 5 1 1 2 50 9 34 19 1 5 2 1 1 8 1 2 143 133

茨 城 県 1 3 3 1 1 63 14 52 29 1 7 3 2 1 16 1 1 1 200 190

栃 木 県 1 3 1 1 1 38 12 28 17 6 1 9 1 1 120 111

群 馬 県 1 4 1 1 1 40 7 26 16 1 4 1 4 1 1 109 103

埼 玉 県 3 1 6 1 1 1 108 26 60 43 11 3 19 3 1 287 279

千 葉 県 2 1 3 1 1 1 1 104 24 67 49 1 15 8 1 1 1 21 2 2 1 307 290

東 京 都 3 1 3 1 1 1 175 15 69 35 1 3 6 2 2 4 4 2 18 4 8 1 359 356

神 奈 川 県 8 2 3 1 1 3 1 98 23 71 33 2 12 11 3 5 7 7 23 2 4 2 322 314

新 潟 県 3 1 3 1 1 1 1 63 16 40 22 2 2 9 2 1 5 1 1 1 176 171

富 山 県 1 3 1 1 1 29 8 21 11 1 2 1 1 2 6 1 1 91 86

石 川 県 1 3 1 1 1 30 6 16 18 1 3 3 1 8 1 1 95 88

福 井 県 1 3 1 1 1 29 6 13 12 1 2 3 1 2 1 1 78 73

山 梨 県 1 3 1 1 1 21 6 15 15 1 2 1 3 1 1 73 68

長 野 県 1 3 2 1 1 51 15 37 18 3 3 1 13 1 1 151 144

岐 阜 県 1 4 3 1 1 58 14 38 16 1 2 1 6 2 1 149 141

静 岡 県 5 3 2 1 1 2 1 57 18 45 25 4 5 2 2 4 1 17 3 3 201 195

愛 知 県 3 2 3 1 1 1 1 112 25 74 41 1 14 5 3 2 2 1 27 1 3 2 325 311

三 重 県 1 3 1 1 1 1 45 7 31 15 1 4 1 6 1 1 120 116

滋 賀 県 1 3 1 1 1 25 6 16 12 1 3 1 4 1 1 1 78 71

京 都 府 3 1 4 1 1 1 45 12 23 14 1 4 1 1 3 2 8 2 1 128 122

大 阪 府 5 1 5 1 1 2 1 133 24 63 32 2 9 11 1 3 1 2 23 2 2 1 325 315

兵 庫 県 2 1 4 1 1 1 1 98 20 66 32 2 10 5 3 2 16 1 3 1 270 261

奈 良 県 1 3 2 1 1 28 8 19 13 2 2 1 5 1 2 89 82

和 歌 山 県 1 3 1 1 1 30 9 18 12 1 6 2 1 2 1 1 90 80

鳥 取 県 1 3 2 1 1 19 4 8 8 1 4 1 1 2 1 2 59 51

島 根 県 1 3 1 1 1 24 6 22 8 1 1 4 1 1 75 70

岡 山 県 2 2 3 1 1 1 1 45 13 28 12 1 4 5 2 9 2 2 134 130

広 島 県 3 2 3 1 1 1 68 12 39 24 1 4 3 1 2 1 1 11 2 2 2 184 179

山 口 県 1 3 1 1 1 36 8 24 17 5 2 2 5 1 1 108 102

徳 島 県 1 3 1 1 1 20 10 18 6 1 2 3 1 1 4 1 2 76 71

香 川 県 1 3 1 1 1 22 8 12 8 2 1 8 1 1 70 65

愛 媛 県 1 3 1 1 1 29 11 22 14 1 2 3 2 1 6 1 1 1 101 96

高 知 県 1 3 2 1 1 20 10 18 8 1 2 1 2 2 1 73 68

福 岡 県 6 2 6 2 1 2 1 56 18 48 32 1 10 8 1 1 3 16 2 3 2 221 213

佐 賀 県 1 2 1 1 1 17 5 13 9 1 1 4 1 1 58 57

長 崎 県 1 3 1 1 1 34 8 22 13 2 2 1 2 1 1 93 87

熊 本 県 2 5 1 1 1 33 13 28 15 1 5 2 3 7 1 118 114

大 分 県 1 2 1 1 1 28 8 16 11 1 4 1 1 5 1 1 83 76

宮 崎 県 1 3 1 1 1 18 5 16 12 1 2 2 1 1 65 59

鹿 児 島 県 1 3 1 1 1 1 33 11 30 14 1 4 5 1 4 1 1 113 105

沖 縄 県 3 1 1 1 23 7 20 11 1 4 1 1 3 77 72

合 計 56 54 160 56 12 54 50 2,421 554 1,533 887 43 210 147 14 27 13 68 33 402 20 77 58 6,949 6,629
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泉州南広域消防本部 方面隊を発隊！ 

泉州南広域消防本部 

   

 泉州南広域消防本部では、現場指揮能力の向上と安全

管理の充実を目的に方面隊を発足しました。 

管内が南北に長い地域特性から、南北に方面隊を配置

し、北方面隊は熊取消防署内、南方面隊は泉南消防署内

にそれぞれ配置し、管轄署の指揮者と方面隊の２隊で指

揮本部を運営し、災害による被害を軽減するとともに、

現場活動をバックアップすることにより隊員の負傷事故

ゼロを目指します。 

 

 

 

 

 

消防ポンプ自動車の愛称決定に伴う感謝状贈呈

式を実施 

和歌山市消防局 

 

和歌山市消防局では、令和４年度に導入した新しい消

防ポンプ自動車が、市民の皆様に親しみを持ってもらえ

るよう、愛称を募集したところ、応募総数１４６点の中

から、市内の中学校に通う森下さんから応募のあった愛

称「ゆめ風」に決定しました。 

「ゆめ風」には、「夢や希望を守ってくれるような頼も

しいポンプ車になって欲しかったからです。」という言葉

が込められており、令和５年３月２３日、森下さんに感

謝状と記念品の贈呈を行いました。 

 

 

令和５年消防記念日記念式典を実施 

湖南広域消防局 

 

令和５年３月４日（土）に湖南広域消防局北消防署（守

山市）にて、令和５年消防記念日記念式典を４年ぶりに

開催しました。式典では、第５１回防火ポスター展にお

いて、優秀な成績をおさめられました小学生の皆さんの

表彰と消防音楽隊の記念演奏、記念映像の放映を行いま

した。式典終了後には、式典に来場いただいた皆さんに、

当消防局のマスコットキャラクターであるライくん・レ

イちゃん、災害現場で活動するための装備をした隊員達

と共に記念撮影をしていただきました。 

 

 

 

 

 

「八千代市消防音楽隊ポピュラーコンサート～音

楽で笑顔をＷｉｔｈ高津中学校～」の開催 

八千代市消防本部 

 

 八千代市消防本部では、令和５年３月５日（日）、春季

火災予防運動期間中に、市民の防火意識の高揚を目的と

した「八千代市消防音楽隊ポピュラーコンサート～音楽

で笑顔をＷｉｔｈ高津中学校～」を開催しました。 

 コンサートでは市内の高津中学校吹奏楽部をゲストに

お招きし合同での演奏の他に、住宅用火災警報器等の普

及啓発広報を実施しました。 

 当日は子供から大人まで多くの方々にご来場いただき、

市民への火災・救急等の予防啓発に繋がりました。

千
葉
県 

 

滋
賀
県 

 

大
阪
府 

 

和
歌
山
県 

 

消防通信/望楼では、全国の消防本部、消防団からの投稿を随時受け付けています。 

ご投稿は、「E-mail:bourou-fdma@soumu.go.jp」まで【225 文字以内の原稿と JPEG 画像を別ファイルで送付してください】 
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１ 序論 

消防大学校では、指揮隊長コース第 28回（令和 5年 4

月 20 日から 5 月 2 日まで）を約 2 週間の日程で実施し

ました。 

本コースでは、緊急消防援助隊の指揮支援部隊長等に

対する教育を主眼とし、部隊運用・NBC災害・航空隊、更

には警察、自衛隊、自治体などの他機関との連携等を学

び、その業務に必要な知識及び能力を修得させることを

目的としています。 

今年度は、60 名の緊急消防援助隊の指揮支援部隊長、

指揮支援隊長、都道府県大隊長に指定される職員が受講

しました。 

 

２ 本論 

本コースでは、序盤に国の教育機関の概論、総論を中

心とした講義、中盤には熱海市土石流災害を題材として、

現地派遣された消防本部からの受援活動、応援活動、後

方支援活動に関する講義、後半に向け警察、自衛隊、医

療、更に自治体との連携を交えた講義を受け、緊急消防

援助隊の実践的な体制について学びました。   

また、コースの集大成として指揮訓練（災害シミュレ

ーション）を 1 日かけて 4 回実施し、特に緊急消防援助

隊の受援活動について概括的なスキームを確認しました。 

さらに、今回は緊急消防援助隊発動時に、総理大臣官

邸や内閣府をはじめとする関係機関と情報共有を行う国

の中枢機関（消防庁危機管理センター）の視察研修を行

いました。 

今回から、講義カリキュラムを熱海市土石流災害の活

動事例を題材としたものに一新しており、研修を終えた

学生からは、「応援、受援、後方支援それぞれで現地派遣

された消防本部の意見や課題を聞けた事はとても貴重な

経験となり、今後起こりうる災害時の対応にとても参考

になった。」 「4回もシミュレーション訓練を重ねたこ

とで、緊急消防援助隊の統括的な流れが深く理解できた。」

「他機関との連携、気象予報、伝達技法等とても有意義

な講義であった。」等の意見が寄せられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 結論 

今後は、消防大学校で修得した幅広い知識・技術・結

束力を、それぞれの管轄区域でフィードバックし、更に

大規模災害発生時は、緊急消防援助隊の出動要請に対し、

大いなる活躍が期待されます。 

最後に、指揮隊長コース第 28 回の運営テーマである

「尊重」「融和」の精神で取り組んだ結果、当コースに携

わった全ての関係者に最高の『絆』が生まれました。 

全国に広がったこの『絆』は、今後起こりうる大規模

災害にも大いに力を発揮してくれるものと確信していま

す。 

 

 

緊急消防援助隊教育科 指揮隊長コースにおける教育訓練 
～指揮隊長コース第 28回テーマ「尊重」「融和」～ 

指揮シミュレーション訓練 

指揮隊長コース第 28回

『絆』 

問合せ先 
 消防大学校教務部 

 TEL 0422-46-1712 
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消防大学校では、都道府県の消防学校等における教育訓練の充実のため、技術的援助として、消防学校等か

らの要請に基づき、警防、予防、救急、救助等の消防行政・消防技術について講師の派遣を行っています。 

令和 5 年度も多くの派遣要望が寄せられたところ、これに積極的に対応することとし、下表のとおり、42 校

127 件（476時間）の講師派遣を決定しました。 

なお、消防学校等での女性活躍推進のための取組（女性活躍推進に係る講義の実施や女性消防吏員のキャリ

アアップに関する先駆的な教育訓練に取り組みたい場合等）を行うため、消防大学校の教官等の派遣を必要と

される場合は、追加で講師を派遣します。消防大学校教務部までご相談ください。 

また、各消防学校に消防大学校の修了者リストを提供していますので、修了者を講師等とするなど、修了者

と積極的に連携いただくようお願いします。 

今後とも、消防を取り巻く環境変化を踏まえながら、広い視野や専門的・高度な知識・技術を持ち、指導力・

統率力に優れた人材の育成に取り組んでいきます。 

 

 

区分 講義内容 件数 時間数 

総
合
教
育 

上級幹部科 
危機管理、業務管理、管理職の役割、ハラスメント防止対策

など 
７ 21 

中級幹部科 
人事業務管理、現場指揮、消防時事、消防戦術と安全管理

など 
17 64 

専
科
教
育 

警 防 科 消防戦術と安全管理、警防行政の現状と課題など 21 79 

特殊災害科 特殊災害の概論、特殊災害に対する消防活動要領など 12 46 

予防査察科 違反処理、予防査察行政の現状と課題、予防査察など 11 44 

危 険 物 科 
危険物行政の現状と課題、危険物施設に対する査察・違反

処理など 
６ 23 

火災調査科 原因調査、事例研究、原因調査関係法規、鑑定・鑑識など 27 101 

救 助 科 災害救助対策、安全管理など 14 56 

救 急 科 救急業務の現状と課題、救急業務と法律関係など ３ 10 

そ の 他 現場指揮、防火対策、安全管理など ９ 32 

計 127 476 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

令和 5年度 講師派遣について 

問合せ先 
 消防大学校調査研究部 

 TEL 0422-46-1713 

＜講師派遣の予定＞ 
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最近の報道発表（令和 5 年 4 月 21 日～令和 5 年 5 月 20 日） 

＜総務課＞

5.4.28 令和５年春の褒章（消防関係）
令和５年春の褒章（消防関係）受章者は１０４名で、褒章別内訳は次のとおりで
す。
紅綬褒章 １名　黄綬褒章 ７名　藍綬褒章 ９６名　計 １０４名

5.4.29 令和５年春の叙勲（消防関係）

令和５年春の叙勲（消防関係）受章者は６２２名で、勲章別内訳は次のとおりで
す。
瑞宝小綬章 ３７名　旭日双光章 ５名　瑞宝双光章 ８８名
瑞宝単光章 ４９２名　計 ６２２名

＜危険物保安室＞

5.5.8
「危険物保安技術協会の検査員資
格に関する検討会」の開催

危険物保安技術協会（以下「KHK」という。）は、消防法（昭和 23 年法律第 186
号。以下「法」という。）第 11 条の３又は第 14 条の３第３項の規定に基づき、
市町村長等の委託を受けて屋外タンク貯蔵所に係る審査を行っています。
KHK の検査員資格の要件については、危険物の規制に関する政令（昭和 34 年政令
第 306号。以下「政令」という。）第 41 条の３第１号から第３号に定められてお
りますが、要件について現状に即していない部分があるところです。
これを踏まえ、本検討会は、危険物保安技術協会の検査員としての業務を十分行え
る者が検査員として活躍することを可能とするため所要の検討を行うことを目的と
して、「危険物保安技術協会の検査員資格に関する検討会」を開催することとしま
したので、お知らせします。
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発番号 日付 あて先 発信者 標　　題

消防危第124号 令和5年5月15日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁危険物保安室長
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所において給油の許可の
判断に資する情報を従業員へ提供する AI システムの導入に係
る留意事項について（通知）

消防応第55号 令和5年5月12日
各都道府県知事
各指定都市市長

消防庁長官 災害報告取扱要領等の一部改正について（通知）

消防消第150号 令和5年5月12日
各都道府県消防防災主管部（局）長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁消防・救急課長
消防本部におけるハラスメント等への対応策取組実態調査の
結果及び留意事項等について（通知）

事務連絡 令和5年5月9日 各都道府県消防防災主管部（局） 消防庁救急企画室
救急において新型コロナウイルス対応として使用する個人防
護具に係る新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の
活用について

事務連絡 令和5年5月8日
各都道府県消防防災主管部（局）
東京消防庁・各指定都市消防本部

消防庁消防・救急課
新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するため
の防疫等作業手当の特例について（人事院規則９―１２９の
一部改正）（情報提供）

消防広第157号 令和5年5月8日 各都道府県消防防災主管部（局）長 消防庁広域応援室長
「緊急消防援助隊における新型コロナウイルス感染症に係る
留意事項について」等の廃止及び「緊急消防援助隊事故等報
告要領について」の一部改正について

消防消第171号
消防救第140号

令和5年5月8日 各都道府県消防防災主管部(局)長
消防庁消防・救急課長
消防庁救急企画室

「新型コロナウイルス感染症に係る消防機関における対応に
ついて」の廃止について

府政防第704号
消防災第80号
健感発0428第4号

令和5年4月28日
各　都道府県、 保健所設置市、 特別区
防災担当主管部（局）長
衛生主管部（局）長

内閣府政策統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担当）
消防庁国民保護・防災部防災課長
厚生労働省健康局結核感染症課長

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に
伴う避難所における新型コロナウイルス感染症の感染対策等
について

消防消第170号 令和5年4月28日
各都道府県消防防災主管部（局）長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁消防・救急課長
地方公共団体における新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置付け変更後における取扱いについて（通知）

消防予第290号
消防危第118号
消防特第89号

令和5年4月27日
各都道府県消防防災主管部長
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁予防課長
消防庁危険物保安室長
消防庁特殊災害室長

火災予防、危険物保安及び石油コンビナート等の保安の各分
野における消防法令に基づく処分通知等のデジタル化につい
て

事務連絡 令和5年4月21日
各都道府県消防防災主管部（局）
東京消防庁・各指定都市消防本部

消防庁消防・救急課
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の
基本的感染対策等について（情報提供）

① 危険物安全週間 危険物保安室 ① 火遊び・花火による火災の防止 予防課

② 地震に対する日常の備え 防災課 ② 石油コンビナート災害の防止 特殊災害室

③ 熱中症の予防 救急企画室 ③ 台風に対する備え 防災課

④ 全国防災・危機管理トップセミナー 防災課

⑤ 住民自らによる災害への備え 地域防災室

6月 7月

最近の通知（令和 5 年 4 月 21 日～令和 5 年 5 月 20 日） 
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地震が発生した時、被害を最小限におさえるには、一人ひとりが冷静かつ適切に行動することが重要です。 

そのためには、みなさんが地震について関心を持ち、日頃から地震に備え、自分の身の安全確保や非常持ち出し品

などについて、家庭で取組をすすめていくことが大切です。 

 

 

⒈ 家庭での防災会議 

地震の時には、自分の身の安全確保を第一に考え、また家族があわてず行動できるよう、 

日頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。 

 

●地震はいつ起こるかわかりません。時間帯によって誰が在宅しているかなど様々なケースを想定し、次の

ようなことを話し合っておきましょう。 

・家の中でどこが一番安全か 

・避難場所、避難路はどこか 

・非常持ち出し袋はどこに置いてあるか 

・住宅の耐震化や家具の転倒防止対策は十分か 

●緊急地震速報を見聞きしてから揺れるまではわ 

 ずかな時間しかありません。そのため、普段から身の 

 安全を確保できる場所を確認しておきましょう。 

●住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情報を記載した 

避難カードを作成し、普段から携帯しましょう。 

●市町村が発行している防災ハザードマップなどを参考に、地域の危険な場所を把握しておきましょう。 

●海岸で強い揺れや弱くても長い揺れに襲われたら、すぐに安全な高台に避難するなど津波避難について

も話し合っておきましょう。 

 

 

⒉ 家族との連絡方法の確認 

家族が離ればなれで被災した時のことを考えて、お互いの安否の確認手段を考えておきましょう。 

 

●家族が離ればなれで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。 

●被災地では、連絡手段が限られています。ＮＴＴの「災害用伝言ダイヤル 171」や、携帯電話の「災害用

伝言板」などの使い方を家族みんなで覚えておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

地震に対する日常の備え 

防災課 
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⒊ 備蓄品・非常持ち出し品を備える 

地震が発生すると普段どおりの生活ができなくなることも考えられます。 

数日間生活できるだけの水や食料品などの『備蓄品』を備えておきましょう。 

地震の被害によっては、避難を余議なくされることもあります。 

避難する時に持ち出す『非常持ち出し品』を常備しておきましょう。 

  

●支援物資が届くまで時間がかかる可能性があることを考慮し、最低３日間（で

きれば１週間分）の飲料水や食料品を備蓄しておきましょう。 

●備蓄品は、家族構成、住居や地域の特性によって必要となるものが異なります。

自分や家族にとって本当に必要なものを考えて準備しておきましょう。 

●備蓄品は、家族、地域の状況や消費期限などを考慮しながら、定期的にチェック

し、必要に応じて入れ替えましょう。 

●非常持ち出し品として、飲料水、食料品、衣類、救急用品、マスク、懐中電灯な

ど避難生活に最低限必要なものを準備しておきましょう。 

●非常持ち出し品は、玄関や寝室など持ち出しやすいところに置いておき、すぐに持ち出せるようにしてお

きましょう。リュックサックなどに入れておけば、持ち出したときに両手が使えて便利です。 

 

 

⒋ 防災活動への参加 

地震に備え、避難訓練などの地域の防災活動に参加しましょう。 

 

●地震発生時に、初期消火や救出救助活動を行うには、日頃からの訓練が欠かせません。 

●９月１日は防災の日で、８月３０日から９月５日は防災週間となっており、各地域で防災訓練等が行われ

ていますので、積極的に参加しましょう。 

●災害時における正しい知識と心構えを身につけるため、日頃から地域の防災活動に参加するなど、地域と

のつながりや協力し合う体制を築いておきましょう。 

問合わせ先 

 消防庁国民保護・防災部防災課  

 TEL：03-5253-7525 
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消防庁では、危険物を取り扱う事業所における自主保

安体制の確立を図るため、毎年６月の第２週（令和５

年度は６月４日（日）から６月１０日（土）までの７日

間）を「危険物安全週間」とし、都道府県、市町村、全国消防

長会及び一般財団法人全国危険物安全協会とともに、危

険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進してい

ます。 

今年度は「意志つなぐ連携プレーで事故防ぐ」を

危険物安全週間推進標語としています。 

 

令和５年度危険物安全週間推進ポスター 

 

 

 

モデル 女子カーリングチーム「ロコソラーレ」 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危険物施設における保安体制の整備促進 

危険物関係事業所等による安全確保に向けた

体制作りや災害に備えた事前計画の作成等多様

な機会を通じて、危険物施設における保安体制

の整備促進につなげていきます。 

 

２ 危険物に関する知識の啓発普及 

新聞、広告紙、インターネット等による広報、

ポスターやリーフレットの配布等を通じて、危

険物の保安に対する意識を啓発するとともに、

危険物の取り扱いに伴う火災の危険性や危険物

を安全に取り扱うための知識を周知します。 

 

３ 危険物保安功労者等の表彰 

危険物の保安に関して功績のあった個人、危

険物関係事業所等への表彰状の贈呈等を行いま

す。 

 

（実施行事について） 

今年度は令和２年度以降中止されていた危険

物安全大会が６月５日（月）に開催され、危険物

保安功労者表彰や優良危険物関係事業所表彰を

行います。 

 

 

 

 

  

実 施 事 項 

６月４日～１０日は「危険物安全週間」 

危険物保安室 

 
消防庁危険物保安室企画係 小川・田中 
TEL:03-5253-7524 
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１ はじめに 

全国では毎年、非常に多くの方が熱中症により救急搬

送されています。昨年は、５月から９月までの全国にお

ける熱中症による救急搬送人員の合計が 71,029 人とな

り、調査開始以降、過去３番目に多い数値を記録しまし

た。特に、記録的な暑さとなった６月の救急搬送者は、

15,969 人と６月としては調査開始以降最も多くなりま

した。 

 熱中症は、正しい知識を身につけることで、未然に防

ぐことができます。こまめな水分補給や、適切なエアコ

ンの使用など、一人一人が熱中症予防を心がけていただ

くようお願いします。 

また、熱中症の危険性が極めて高いと予測される日の

前日夕方または当日早朝に「熱中症警戒アラート」が発

表されます。アラート発表時は、外出を控えるなど、予

防を徹底していただくようお願いします。 

 

２ 熱中症について 

（１）熱中症のしくみ 

熱中症は、温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分

（ナトリウムなど）のバランスが崩れ、体温の調節機能

が働かなくなり、立ちくらみ、頭痛、吐き気、ひどいと

きには、けいれんや意識をなくすなど、様々な障害をお

こす症状のことをいい、最悪の場合は死に至ることがあ

ります。 

（２）子どもの特徴 

子どもは、身長が低く、地面からの距離が近いため、

地面の照り返しによって高い温度にさらされやすく、ま

た汗をかくための汗腺が大人に比べると少なく、体温を

調節する機能が未熟なため、熱中症にかかりやすいと言

われています。 

（３）高齢者の特徴 

高齢者は、体温を下げるための体の反応が弱くなって

いるため、暑さを感じにくい、汗をかきにくい、喉の渇

きを感じにくいといった特徴があるため、自覚がないの

に、熱中症になる危険があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 熱中症にならないために心がけること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 熱中症予防啓発 

消防庁では、熱中症予防のための様々な予防啓発コン

テンツや熱中症搬送状況等の情報をホームページやツイ

ッターなどで発信しています。 

昨年度は、熱中症予防啓発の動画とポスターを作成し

ました。今年度も引き続き、全国の消防本部と連携を図

りながら、予防啓発に努めていきたいと考えています。 

 

５ おわりに 

熱中症は正しい知識を身につけることで、未然に防ぐ

ことが可能です。これから夏が近づいてきますので熱中

症の予防に御協力をお願いします。 

熱中症予防についてのお知らせ 

救急企画室 

問合わせ先 

  消防庁救急企画室 

  TEL:03-5253-7529 

tel:03-5253-7529


消防庁ホームページ　https://www.fdma.go.jp
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